
※イベントや講座などは中止・延期・内容が変更になる場合があります。 最新の情報は、本市公式ウェブサイトか、各問合せ先でご確認ください。

令
和
６
年
度

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

　

次
の
事
業
は
、
宝
く
じ
の
社
会
貢
献

広
報
事
業
と
し
て
、（
一
財
）
自
治
総

合
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し

て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

助
成
事
業
に
よ
り
、
宝

く
じ
の
助
成
金
で
整
備

し
た
も
の
で
す
。

【
防
災
資
機
材
の
整
備
】

問	

本
庁
舎
危
機
管
理
課
（
31
番
窓
口
）

	

０
８
５
７-

30-

８
０
３
４

	

０
８
５
７-

20-

３
０
４
２

　

久
松
地
区
自
主
防
災
会
で
は
、自
助
・

共
助
に
よ
る
地

域
防
災
力
の
強

化
を
図
る
た
め
、

指
定
緊
急
避
難

場
所
の
久
松
地

区
公
民
館
敷
地

内
に
設
置
し
て

あ
る
防
災
倉
庫

に
避
難
所
運
営
に
必
要
な
資
機
材
を
整

備
し
ま
し
た
。
11
月
10
日
（
日
）
に
は

整
備
し
た
資
機
材
を
利
用
し
て
、
避
難

所
開
設
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。
今
後
も

引
き
続
き
訓
練
な
ど
を
重
ね
、
地
区
の

防
災
力
強
化
を
図
り
ま
す
。

整
備
内
容
：
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
テ
ン
ト
、

ト
イ
レ
ほ
か

【
遊
具
の
整
備
】

問	

福
部
町
総
合
支
所
産
業
建
設
課

	

０
８
５
７-

30-

８
６
６
６

	

０
８
５
７-

74-

３
７
１
４

　

福
部
町
蔵
見

自
治
会
が
、
地

域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
促
進
を

図
る
た
め
遊
具

を
整
備
。

整
備
内
容
：

２
連
コ
ン
ビ
ブ
ラ
ン
コ
、
滑
り
台

市
立
病
院
７
階
ス
ペ
ー
ス
の
活
用

問	

鳥
取
市
立
病
院
総
務
課
業
務
管
理
室

	

０
８
５
７-
37-
１
５
２
２

　

現
在
、
市
立
病
院
の
7
階
（
最
上
階
）

の
食
堂
が
閉
店
と
な
り
、
空
き
ス
ペ
ー

ス
が
生
じ
て
お
り
ま
す
（
面
積
２
６
７
・

３
０
平
方
㍍
）。
こ
の
ス
ペ
ー
ス
を
食

堂
、
飲
食
エ
リ
ア
、
休
憩
所
な
ど
、
よ

り
有
効
か
つ
有
意
義
に
活
用
す
る
た
め

に
、「
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
調
査
」
を
実
施

し
、
活
用
方
法
の
検
討
材
料
と
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
鳥
取
市
立

病
院
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

1 月20歳になったら
国民年金
問	本庁舎保険年金課（9番窓口）
	0857-30-8224	 	0857-20-3906

問	鳥取年金事務所	 	0857-27-8311

■新成人のみなさんへ
　日本に住む 20 歳以上 60 歳未満のすべての
人は国民年金に加入する義務があります。
　必要な手続きを行わず、保険料を未納のまま
放置すると年金が受け取れなくなる場合があり
ます。20 歳になったらまず国民年金の手続き
を確実に行ってください。
国民年金の加入
①「国民年金加入のお知らせ」を受け取る
　20歳になってからおおむね2週間程度で、日
本年金機構から国民年金に加入したことなどを
お知らせする文書が届きます。その中でも「基礎
年金番号通知書」は年金の請求手続きなど一生を
通して使用しますので大切に保管してください。
②国民年金保険料を納付する
　「国民年金加入のお知らせ」に同封している納
付書などで保険料を納めてください。納付期限
は「納付対象月の翌月末日」です。納付期限まで
に保険料を納めないと、「障害基礎年金」「遺族
基礎年金」が受給できなくなることがあります。
③未納のまま放置しないで「免除・納付猶予制

度」「学生納付特例制度」を活用しましょう
　保険料を納めることが経済的に困難な場合
は、未納のまま放置せず、保険料の「免除・納
付猶予制度」や「学生納付特例制度」の申請を
してください。

給与支払報告書の
提出をお忘れなく
問	本庁舎市民税課（21番窓口）
	0857-30-8148		 	0857-20-3921

　前年に従業員などに対し給与の支払いを行っ
た事業者（個人事業主を含む）は、給与支払報
告書を作成し、毎年市町村へ提出することが義
務づけられています。提出期限の1月31日（金）
までに市民税課へ提出をお願いします。
　給与支払報告書の提出は、『e

エ ル タ ッ ク ス

LTAX（電子申
告システム）』が便利です。利用方法については、
eLTAX 地方税ポータルシステムのウェブサイ
トをご覧ください。

福　
祉

鳥
取
市
中
央
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

問	

本
庁
舎
鳥
取
市
中
央
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
７

	

０
８
５
７-

20-

３
９
０
６

【
認
知
症
家
族
の
集
い
】

時
１
月
17
日
（
金
）
10:

00
〜
12:

00

所
本
庁
舎
３
階
会
議
室
３-

１

料
無
料

【
お
れ
ん
じ
ド
ア
と
っ
と
り
】

時
１
月
23
日
（
木
）
10:

00
〜
12:

00

所
渡
辺
病
院
南
館
１
階　

容
認
知
症

の
当
事
者
の
情
報
交
換
の
場　

料
無
料　

※
要
予
約

家
族
教
室・専
門
相
談
の
ご
案
内

問	

駅
南
庁
舎
心
の
健
康
支
援
室

	

０
８
５
７-

22-

５
６
１
６

	

０
８
５
７-

20-

３
９
６
２

【
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル

（
ゲ
ー
ム
）
等
家
族
教
室
】

時
１
月
10
日
（
金
）
13:

30
〜
15:

00

※
予
約
不
要　

所
さ
わ
や
か
会
館
３

階
第
２
研
修
室　

容
ミ
ニ
講
話
「
家

族
の
で
き
る
こ
と
は
？
」、
話
し
合
い

▽
講
師
：
林

は
や
し	

敏と
し
あ
き昭

さ
ん
（
渡
辺
病
院

精
神
科
認
定
看
護
師
）　

対
ご
家
族
の

ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル

（
ゲ
ー
ム
）
な
ど
で
お
困
り
の
人

※
ご
本
人
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

【
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル

（
ゲ
ー
ム
）
等
専
門
相
談
】

時
１
月
10
日
（
金
）
15:

00
〜
16:
00

※
前
々
日
ま
で
に
要
予
約　

所
さ
わ

や
か
会
館
３
階
第
１
研
修
室　

対
ア

ル
コ
ー
ル
・
薬
物
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
（
ゲ
ー

ム
）
な
ど
の
問
題
で
お
困
り
の
人

※
関
係
者
か
ら
の
相
談
も
可
能

【
ひ
き
こ
も
り
家
族
教
室
】

時
１
月
21
日
（
火
）
10:

00
〜
12:

00

※
予
約
不
要　

所
さ
わ
や
か
会
館
３

階
第
２
研
修
室　

容
テ
ー
マ
：「
ひ
き

こ
も
り
体
験
者
の
気
持
ち
を
知
る
」
Ｄ

Ｖ
Ｄ
上
映	

他　

対
ひ
き
こ
も
り
状
態

に
あ
る
人
の
家
族　

※
個
別
相
談
に
も

応
じ
ま
す
（
要
予
約
）　

※
ご
本
人
は

個
別
対
応

人
権
と
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
講
座

問	

中
央
人
権
福
祉
セ
ン
タ
ー
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４
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０
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５
７-

24-

８
０
６
７

所
麒
麟
Ｓ
ｑ
ｕ
ａ
ｒ
ｅ
２
階
多
目
的
室

２
・
３　

員
50
人　

※
要
予
約

料
無
料

【
発
達
障
が
い
の
特
性
理
解
と
対
応
に

つ
い
て
】

時
１
月
28
日
（
火
）
13:

30
〜
15:

30

容
▽
講
師
：
上う

え

田た

真ま

紀き

さ
ん
（『
エ
ー

ル
』
鳥
取
県
発
達
障
が
い
者
支
援
セ
ン

タ
ー
係
長
）

【
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
を
つ
く
ら
な
い 

〜
す

べ
て
の
人
に
居
場
所
と
役
割
を
〜
】

時
２
月
８
日
（
土
）
13:

30
〜
15:

30

容
▽
講
師
：
勝か

つ

部べ

麗れ
い

子こ

さ
ん
（
豊
中

市
社
会
福
祉
協
議
会
事
務
局
長
・
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
）

※
講
師
と
会
場
を
つ
な
い
で
の
オ
ン
ラ

イ
ン
講
座お

知
ら
せ

農
林
業
セ
ン
サ
ス
に
ご
協
力
を

問	

本
庁
舎
総
務
課
（
34
番
窓
口
）

	

０
８
５
７-

30-

８
１
０
４

	

０
８
５
７-

20-

３
０
４
０

　

２
月
１
日
を
調
査
期
日
と
し
て
、
全

国
一
斉
に
「
２
０
２
５
年
農
林
業
セ
ン

サ
ス
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、『
農
林
業
に
関
す
る

国
勢
調
査
』
と
も
言
わ
れ
る
５
年
に
１

度
の
極
め
て
大
切
な
調
査
で
、
調
査
結

果
は
未
来
の
農
林
行
政
の
推
進
に
役
立

て
ら
れ
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
調
査
員
が
訪
問
し
、
農

林
業
の
経
営
状
況
な
ど
の
聞
き
取
り
や

調
査
票
の
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

凡
例
　

時
＝
日
時
　

所
＝
場
所
　

容
＝
内
容
　

対
＝
対
象
　

条
＝
条
件
　

員
＝
定
員
　

数
＝
数
量
　

額
＝
支
給
・
助
成
額
な
ど

　
　
　

料
＝
料
金
　

募
＝
募
集
期
間
・
方
法
　

受
＝
受
付
　

持
＝
持
参
す
る
も
の
　

問
＝
問
い
合
わ
せ
先
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